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１．中学校のＩＴ環境

前任のあきる野市立増戸中学校から青梅市立第一中学校に赴任してまもなく１年になります。両校ともコンピュー

タ室にある４０台のＰＣがＡＤＳＬでインターネットにつながっている環境です。大きな違いは前任校ではサーバの

管理が学校でできたのでアクセス制限を教員が行っていましたが、青梅市では市でサーバの管理を行っていることで

しょうか。このためホワイトリストは早めに提出しなければならず、授業中にはすぐに対応できません。

いずれにしても、小学校でＰＣを使うための技量はある程度ついてきますので、中学校ではかつてのようなＰＣを

使うための特別な授業は必要なくなっています。各教科や総合的な学習の時間、特別活動の授業の中で必要に応じて

道具として使われるようになっています。

しかし、近隣の小学校では校内の無線ＬＡＮでノートパソコンがあれば校内のどこでもインターネットが使えるの

に比べて、中学校では教室から遠く離れたコンピュータ室に行かなければＰＣが使えないので、子どもたちにとって

はあまりに環境に差があります。

校外学習や職場訪問、修学旅行など校外での活動を学習としてまとめる際に、ディジタルカメラで撮って班でまと

めるという作業もそのたびにコンピュータ室に出かけて作業するのではなかなかはかどりません。小学校ほどにはＰ

Ｃが活用できていないのが多くの中学校の現状ではないでしょうか。

２．情報倫理教育

さて、平成１７年３月に改正された「東京都青少年の健全な育成に関する条例」には次のような条文があります。

第３章の３ インターネット利用環境の整備

（インターネット利用に係る保護者等の責務）

第１８条の８ 保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用

できるように努めなければならない。

２ 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関す

る健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対す

る教育に努めなければならない。

セキュリティソフトウェアによるユーザ別のアクセス制限によって家庭での管理は容易になっていますが、保護者

が知識不足だったり、子どもに任せきりだったりすることも多いのではないでしょうか。また、いくら学校や家庭で

アクセス制限を行ったとしても、子どもたちは様々な環境でインターネットを利用することができます。

情報倫理教育といっても、その根底には子どもたちの日常の倫理観が無ければなりません。基本的な倫理観は一般

常識として家庭や学校教育活動の様々な場面で育てていく必要があります。しかし、新しい問題に対しては家庭でも

学校でもなかなか対応するのは難しいのが現状です。学校としては、子どもたちに、身近な問題として何が起こって

いるのか、将来的に出会う可能性のある問題にはどのような物があるのか、対応できる知識を伝える必要があります。

さらに、新しい問題に対応できる力を育て、子どもたちが被害者や加害者だけでなく傍観者にもなって欲しくないと

いう、教師の思いを伝えていくことが大事だと考えます。

３．携帯電話を通しての情報倫理

「ＩＴの活用」というと、ＰＣを利用した授業が一般的ですが、「情報倫理教育」は必ずしも機器が必要なわけで

はありません。携帯電話はご存じのように優れたモバイル端末です。中には、「生徒に学校への持ち込みを禁止して

いる携帯電話の授業を何故やるのか。」「自分は携帯電話なんか使っていない。」「携帯電話は通話にしか使っていない。」

といった、先生方の声も聞きます。しかし、携帯電話は子どもたちにとってはとても身近なインターネットですし、

ＰＣに比べると携帯電話の使用は保護者の目が届きにくい現実があります。携帯電話には保護者機能などもあります

が、保護者が充分に理解しているとは限りません。また、携帯電話は持ち始めの時期にトラブルに巻き込まれるケー

スが多いと聞きますし、小学校高学年から中学校にかけて、携帯電話の所持率が高まります。こういった状況を考え

ると、携帯電話の適切な使用について、学校で教育することで、子どもたちの倫理観を育てる必要があるではないで

しょうか。



携帯電話の授業は、テキストとして「ＮＰＯとうきょうＥＤ研究会」が「モバイル社会研究所」と協力して開発し

た「みんなのケータイ～事例で学ぶケータイ・トラブル」を使用しました。携帯電話の学習については、電話事業者

や消費者団体などが各地で実施しています。しかし、倫理観はただ知識として子どもたちに伝えるだけでは定着しづ

らく、道徳の授業のように葛藤や集団での話し合いの中で学ばせることが授業としての「情報倫理教育」ではないで

しょうか。テキストは様々な使い方ができるよう工夫されていますので、七つの事例一つ一つにはいくつかの要素が

盛り込まれています。また、授業者がすべての事例に触れても一つの事例に絞っても授業は可能です。できるだけ教

え込むのではなく、考えてもらうことを念頭に置いて構成されています。テキストは、下図のように七つの事例毎に

左ページにマンガと概略を右ページに関連する資料を提示する構成になっています。

本校の中学１年生の携帯電話の所持率が４～５割で、持っていない生徒も多数います。その中で、持っていない生

徒に真剣に考えてもらうことは難しいですが、これから出会う可能性と周囲で目にする光景やニュースなどの話題か

らか、生徒はよく考えてくれました。こちらが予想したような考えの他に、「トラブルにあったら保護者に相談する」

という意見が思ったより多く、中学１年生は、結構保護者を頼りにしているなと少し安心しました。また、保護者の

立場では「トラブルにあったら解約して与えない」など、割り切った考えも多く出て、生徒たちは、逆の立場で考え

ると、そうされても仕方ないと思っているのだろうかと感じました。また、多くのトラブルは大人の責任で、大人に

しっかりして欲しいという思いも伝わってきました。班で話し合わせ、発表させることにより、「みんな一人一人違

う考えが聞けてよかった」「○班の意見を活用したい」など、話し合わせたことで効果が上がっているのが感じられ

ました。

授業の流れや詳細については http://www.bekkoame.ne.jp/~kamizawa/ketai/ をご覧下さい。

４．インターネットの落とし穴

特に教員側からの要望も強いＰＣからのインターネット接続の様々な問題についての授業も予定しています。問題

になりそうな仮想のウェブサイトをいくつか閲覧させて子どもたちに問題点や対応の仕方を考えさせます。子どもた

ちの意見交換はＢＢＳ上で展開できるように準備しています。３月６日(月)１４時２５分から青梅市立第一中学校の

コンピュータ室で授業を公開しますので、見学をご希望の方はご連絡下さい。


